
問

問

今
回
５
７
６
４
・
９
８
㎡
を

２
９
６
０
万
円
で
取
得
す
る

今
後
の
共
同
調
理
場
建
設
に
つ
い

て
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

答答
不
動
産
鑑
定
評
価
を
し
、
売
買
価

格
を
す
る
に
あ
た
っ
て
の
基
本
額

本
年
度
末
ま
で
に
実
施
設
計
を
完

成
さ
せ
、29
年
度
、30
年
に
わ
た
っ

を
算
定
す
る
。
そ
の
後
地
権
者
と
の
交
渉

に
な
り
、
翌
年
度
の
課
税
負
担
な
ど
も
含

め
話
し
合
い
合
意
し
た
。

て
建
設
事
業
に
な
る
。
30
年
度
後
半
に
は

試
運
転
を
行
い
、
31
年
度
か
ら
の
使
用
開

始
を
め
ざ
し
て
い
る
。

下
水
道
関
連

質
疑
・
討
論（
本
会
議
）

●�

議
案
72
号　
土
地
取
得
に
つ
い
て

【伊藤まゆみ議員】
　人事院勧告による報酬等の増額は、平成26年末から
今回で３回目。増額は自治体の財政状況等に応じてすべ
き任意のもの。今３月からの累積だけでも約1200万円。
人口減による税収減や今冬期の悪い予約状況を考えれば、

増額を正当化する理由は見当たらない。「行政だけがぬく
ぬくと」といった印象を与えることは控えるべき。村長挨
拶にあった「住民サービス」を務めるために、言葉でなく
態度で「住民ファースト」を示すべき。

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正
反対討論

担
金
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
複

雑
な
債
権
を
一
本
化
し
て
、
誰
が
見

て
も
、
受
益
者
負
担
金
の
み
と
し
て

わ
か
り
や
す
く
な
る
。

答
行
政
法
的
に
違
法
性
の
恐
れ

が
あ
る
と
考
え
る
。
都
市
計

画
法
と
地
方
自
治
法
が
混
在
し
て
い

る
も
の
で
、
別
建
て
で
制
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
考
え

る
。 問

加
入
分
担
金
制
度
導
入
は
違

法
性
が
あ
っ
た
と
捉
え
て
い

る
の
か
。

受
益
者
負
担
金
は
、
財
産
調
査
権
及

び
滞
納
処
分
が
で
き
る
自
力
執
行
権

を
有
す
る
公
課
で
あ
り
、
下
水
道
加

入
分
担
金
は
、
法
令
順
守
の
観
点
で

は
、
法
令
上
逸
脱
し
た
制
度
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

反
対
討
論

賛
成
討
論

賛
成
討
論

▽�

委
員
多
数
の
賛
成
に
よ
り
可
決
す

べ
き
も
の
と
決
定　

１
つ
の
事
業
に
対
し
て
２
つ
の
債
権

が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
条
例
と

　
　
　
　
　
　

下
線
部
を
削
除

（
負
担
金
の
賦
課
及
び
徴
収
）

第
６
条　

村
長
は
、
前
条
の
公
告
の
日

現
在
に
お
け
る
当
該
公
告
の
あ
っ
た
賦

課
対
象
区
域
内
の
土
地
に
係
る
受
益
者

ご
と
に
、
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
算

出
し
た
負
担
金
の
額
を
定
め
、
こ
れ
を

賦
課
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
平

成
13
年
４
月
１
日
以
降
新
た
に
賦
課
対

象
区
域
と
な
っ
た
区
域
内
に
お
け
る

１
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
社
会

体
育
施
設
用
地
（
建
築
物
を
有
す
る
も

の
を
除
く
。）
及
び
賦
課
対
象
区
域
内

の
地
目
が
山
林
、
原
野
（
山
林
と
し
て

の
形
状
を
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。）

で
あ
る
土
地
に
つ
い
て
は
負
担
金
の
賦

課
に
替
え
、
村
長
が
別
に
定
め
る
白
馬

村
下
水
道
加
入
分
担
金
徴
収
規
則
（
平

成
13
年
規
則
第
６
号
。
以
下
「
加
入
金

規
則
」
と
い
う
。）
に
よ
り
賦
課
を
す

る
も
の
と
す
る
。

　

改
正

　

下
線
部
を
削
除

（
未
納
金
等
の
取
扱
い
）

第
11
条　

排
水
設
備
を
下
水
道
に
接
続

し
な
い
土
地
で
負
担
金
の
一
部
又
は
全

部
を
３
年
経
過
し
て
も
支
払
わ
な
い
と

き
は
、
加
入
金
規
則
に
賦
課
替
え
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

改
正

　

全
文
削
除

　

附
則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
29
年
４
月
１

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
白
馬
村
公
共
下
水
道
受
益
者
負
担
金

賠
償
判
定
審
査
会
条
例
の
廃
止
）

２　

白
馬
村
公
共
下
水
道
受
益
者
負
担

金
賠
償
判
定
審
査
会
条
例
（
平
成
25
年

白
馬
村
条
例
12
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
賦
課
徴
収
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３　

条
例
第
５
条
に
規
定
す
る
賦
課
対

象
区
域
を
定
め
た
場
合
の
負
担
金
の
賦

課
及
び
徴
収
に
つ
い
て
、
農
業
集
落
排

水
事
業
で
整
備
し
た
東
部
地
区
を
平

成
26
年
４
月
１
日
付
で
公
共
下
水
道
に

統
合
し
た
際
に
排
水
区
域
と
し
た
土
地

は
、
新
た
な
負
担
金
の
徴
収
を
免
除
す

る
。

（
白
馬
村
下
水
道
加
入
分
担
金
徴
収
規

則
の
経
過
措
置
）

４　

平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
に
廃
止

前
の
白
馬
村
下
水
道
加
入
分
担
金
徴
収

規
則
（
平
成
13
年
白
馬
村
規
則
第
６
号
）

第
２
条
の
規
程
に
よ
り
賦
課
決
定
し
た

加
入
分
担
金
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な

お
廃
止
前
の
白
馬
村
下
水
道
加
入
分
担

金
徴
収
規
則
の
例
に
よ
る
。

条
例
の

改
正
部
分

６
条
た
だ
し
書
き
で
除
外
し
た
区
域

は
、
今
後
は
区
域
外
流
入
分
担
金
と

し
て
、
接
続
時
に
と
い
う
こ
と
な
の

で
、
後
々
か
な
り
問
題
が
起
こ
る
気

が
す
る
。

し
て
、
事
業
と
し
て
あ
り
得
な
い
。

11
条
は
、
当
時
、
時
効
を
回
避
す
る

た
め
と
は
い
え
、
本
来
や
っ
て
は
い

け
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
と
思

う
。
条
例
を
も
っ
て
住
民
の
時
効
の

権
利
も
奪
う
形
に
も
な
っ
て
い
る
。

事
務
改
善
報
告
書
に
も
厳
格
に
書
か

れ
て
い
る
。

が
、取
得
額
が
決
定
す
る
ま
で
の
説
明
を
。

議会では下水道問題の理解を深め

るために、弁護士、教授をお招き

して研修会を２回行いました。そ

の内容を18ページに掲載してあ

りますので併せてご覧ください。

3白馬議会だより　119号　平成29年 1月31日


